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人間文化研究機構受託研究等経費算定規程 

                                                   

                     平成１６年１１月１５日 

                人間文化研究機構規程第７２号 

平成２３年１１月１５日改正 

平成２６年３月５日改正 

令 和 元 年 ９ 月 ９ 日 改 正 

令和２年３月３０日改正 

令和７年１月１４日改正 

 

 

 （目的） 

第１条 この規程は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構（以下「本機構」という。）

が設置する大学共同利用機関（以下「各機関」という。）における外部からの委託を受け

て実施する研究及び受け入れる研究員等の経費の算定方法等に必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

  （定義） 

第２条 この規程において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲

げるものをいう。 

用   語 定       義 

受託研究 人間文化研究機構受託研究規程に定める受託研究 

企業等との共同研究 

 

 

人間文化研究機構と企業等との共同研究規程（以下「企業等との共

同研究規程」という。）に定める共同研究 

企業等共同研究員 企業等との共同研究規程第２条第２項に定める企業等共同研究員 

受託研究員 人間文化研究機構受託研究員規程に定める受託研究員 

内地研究員 人間文化研究機構外来研究員規程（以下「外来研究員規程」という。）

第２条第１号に定める内地研究員 

私学研修員 外来研究員規程第２条第２号に定める私学研修員 

専修学校研修員 外来研究員規程第２条第３号に定める専修学校研修員 

公立高等専門学校研 

修員 

外来研究員規程第２条第４号に定める公立高等専門学校研修員 

公立大学研修員 外来研究員規程第２条第５号に定める公立大学研修員 

国際交流基金招へい 

外国人研究者 

外来研究員規程第２条第７号に定める独立行政法人国際交流基金

が行う招へい研究者のうち、独立行政法人国際交流基金の規定にお

いて受入機関に対し研究料等を負担することができると定められ

た研究者 

外国人受託研修員 人間文化研究機構外国人受託研修員規程に定める外国人受託研修

員 

受託研究等 受託研究、企業等との共同研究により行う研究及び受託研究員、 

内地研究員、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研 

修員、公立大学研修員、国際交流基金招へい外国人研究者が行う 

研究及び外国人受託研修員が行う研修 
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 （経費の区分） 

第３条 受託研究等の経費は、次の３種類に区分する。 

（１）直接経費 

（２）間接経費 

（３）研究料 

 

 （直接経費） 

第４条 直接経費は、受託研究及び企業等との共同研究のための直接的な経費とする。 

２ 直接経費の算定方法等は、別表第１に定める。 
３ 大学共同利用機関法人人間文化研究機構におけるＰＩ人件費支出制度に関する要項第２条 

に該当し、機関の長の承認を得た場合は、承認された額を直接経費の人件費に計上するもの 

とする。 

 

 （間接経費） 

第５条 間接経費は、受託研究または企業等との共同研究の実施に伴い各機関の管理等に必

要となる間接的な経費とする。 

２ 間接経費の算定方法は、受託研究については直接経費の額に３０％、企業等との共同研

究については直接経費の額に１０％を乗じた額とし、円未満の端数が生じた場合はこれを

切り捨てる。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合には、間接経費の額を減額又は免除

 することができる。 

（１）契約の相手方が国、独立行政法人及び地方自治体（以下「国等」という。）の場合で、

相手方の歳出予算等に前項の額が措置されていない場合 

（２）その他特別な事情がある場合 

 

 （研究料） 

第６条 次の各号に掲げる研究者、研究員及び研修員（以下「研究員等」という。）から研

究料を徴収し、その徴収した研究料は研究員等のための諸経費とする。 

（１）受託研究員 
（２）企業等共同研究員 

（３）内地研究員 

（４）私学研修員 

（５）専修学校研修員 

（６）公立高等専門学校研修員 

（７）公立大学研修員 

（８）国際交流基金招へい外国人研究者 

（９）外国人受託研修員 

２ 外来研究員規程第２条第８号に定める研究者のうち派遣機関または派遣助成団体等に

おいて受入機関に対し研究料を負担することの規定を定めているものについては、研究料

を徴収するものとする。 

３ 第６条第１項から第２項までの研究料の算定方法等は、別表第２に定める。 

４ 外来研究員規程第２条に定める研究員のうち、本条第１項及び第２項に掲げる研究員以
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外の研究員及び別に定める人間文化研究機構特別共同利用研究員規程の研究員について

は、各機関において特別の定めがある場合を除き、研究料を徴収しないものとする。 

 

 

 （納入すべき額等） 

第７条 受託研究等の経費の総額は、直接経費、間接経費の合計額に消費税額を加えた額及

び研究料、または研究料の額とする。 

 

 （納入の時期） 

第８条 受託研究及び企業等との共同研究については契約締結の日から、第６条第１項及び

第２項に定める研究料については受入を承認した日から、本機構の指定する日までに納入

しなければならない。 

２ 受託研究及び企業等との共同研究については、契約書に別の定めがある場合、契約書の

定めを優先するものとする。 

３ 研究料の納入者が国等の場合、受入承認時に、受入れ期間に該当する国等の予算が成立

していないときは、国等の予算成立後、本機構の指定する日まで納入を猶予するものとす

る。 

 

 （その他） 

第９条 この規程に定める経費は、受託研究等の制度及び物価の変動等により、改正するこ

とができる。 

 

附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。  

    附 則 

 この規程は、平成２３年１１月１５日から施行する。  

 附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この規程は、令和元年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、令和７年１月１４日から施行する。 
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別表第１（第４条関係） 

 

直接経費 

  研究区分 算   定   方   法   等 

 受託研究 受託研究に必要な備品費、消耗品費、人件費（研究支援者を雇用する場 

合は、別に定める人間文化研究機構契約職員就業規則、人間文化研究機構パ

ートタイム職員就業規則及び人間文化研究機構職員退職手当規程（以下「契

約職員就業規則等」という。）に基づく額に、社会保険料等を加えた額と

する。）、光熱水料（計算式は下記による。）、旅費、その他研究に直接必

要となる経費。 

 

※光熱水料計算式 

 ①研究スペース面積（A） 

 ②光熱水料単価（B：受託機関の前年度実績額/受託機関の延床面積） 

 ③計算式： A×B×受託月数／１２ 

 企業等との 

 共同研究 

企業等との共同研究に必要な備品費、消耗品費、人件費（研究支援者を 

雇用する場合は、別に定める契約職員就業規則等に基づく額に、社会保険料

等を加えた額とする。）、光熱水料（計算式は下記による。）、旅費及びそ

の他研究に直接必要となる経費。 

 

※光熱水料計算式 

 ①研究スペース面積〔A〕 

 ②光熱水料単価〔B：受入機関の前年度実績額／受入機関の延床面積〕 

 ③経費負担割合〔C：契約の相手方の機関常駐共同研究者数／（契約 

     の相手方の機関常駐共同研究者数＋受入機関参画共同研究者数）〕 

 ④計算式： A×B×C×研究月数／１２ 
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別表第２（第６条関係） 

 

研究料 

区   分 算 定 方 法 等 

第６条第１項

から第２項に

定める研究員

等 

研究員等が各機関において研究を行う経費及び、相手方機関が各機関へ

研究員等を派遣することにより、その受入れに係る庶務・情報・施設・

安全管理等に係る経費として、下記の額（消費税相当額を含む）。 

 

 ①受託研究員 長期（６ヶ月を超えて１年以内） 

                               研究費 ４７２，４００円 

                                 管理費   ９４，４００円 

                                   計    ５６６，８００円 

               短期（６ヶ月以下） 

                                 研究費 ２３５，７００円 

                                 管理費  ４７，７００円 

                                   計  ２８３，４００円 

 （１）研究料納入後の長期短期の区分変更は認めない。 

 （２）上記に定める研究期間の範囲内で、研究中止後研究を再開し、又

は研究期間を延長することとなる場合には、同一の受託研究員に係

る研究料は改めて徴収しない。 

 （３）原則として既納の研究料は還付しない。 

 

②企業等共同研究員  １年度につき 

研究費 ４７２，４００円 

管理費    ９４，４００円 

計    ５６６，８００円 

 （１）研究料の月割り計算は行わないものとする。 

 （２）上記に定める研究期間の範囲内で、研究中止後研究を再開し、又

は研究期間を延長することとなる場合には、同一の共同研究員に係

る研究料は改めて徴収しない。 

 

③内地研究員     １ヶ月につき 

研究費  ２９，３００円 

管理費     ５，８００円 

計     ３５，１００円 

（１）研究開始及び終了時の月の日数が３０日に満たない場合は１ヶ月

に切り上げるものとする。 

（２）研究員等の研究内容等により、研究費を増額する必要がある場合

は、派遣学校長等と協議のうえ、増額することができる。ただし、

管理費については、上記に定める額とする。 

（３）原則として既納の研究料は還付しない。 
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 ④私学研修員 

 ⑤専修学校研修員 

 ⑥公立高等専門学校研修員 

 ⑦公立大学研修員 

 ⑧国際交流基金招へい外国 

人研究者等 

１ヶ月につき 

            研究費 ３１，４００円 

            管理費    ６，３００円 

               計  ３７，７００円 

 
（１）研究開始及び終了時の月の日数が３０日に満たない場合は１ヶ月

に切り上げるものとする。 

（２）研究員等の研究内容等により、研究費を増額する必要がある場合

は、派遣学校長等と協議のうえ、増額することができる。ただし、

管理費については、上記に定める額とする。 

（３）原則として既納の研究料は還付しない。 

 

 ⑨外国人受託研修員    １ヶ月につき 

                                     研修費  ２２８，１００円 

                                     管理費      ８，５００円 

                                       計    ２３６，６００円 

（１）研究開始及び終了時の月の日数が３０日に満たない場合は１ヶ月

に切り上げるものとする。 

（２）原則として既納の研究料は還付しない。 

 

 ⑩第６条第２項に定める研究員 

          １ヶ月につき   研究費  ３１，４００円 

                                    管理費     ６，３００円 

                                      計     ３７，７００円 

（１）研究開始及び終了時の月の日数が３０日に満たない場合は１ヶ月

に切り上げるものとする。 

（２）派遣機関又は派遣助成団体等で定める額が、上記金額に満たない

場合は、派遣機関又は派遣助成団体等で定める額とすることがで

きる。その場合、派遣機関又は派遣助成団体等で定める額を１．

２で除した額のうち、１に相当する額を研究費、０．２に相当す

る額を管理費とする。 

（３）原則として既納の研究料は還付しない。 

 

 

 

 


